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工事及び建設コンサルタント業務等の総合評価落札方式における賃上げ

を実施する企業等の賃上げ実績の確認について 

総合評価落札方式において、賃上げによる加点措置(以下、「加点措置」 

という。)を受けた企業又は加点措置を受けた共同企業体を構成する企業 

(以下、「企業等」という。)の賃上げ実績の確認については、「総合評価 落

札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について(工事及 

び建設コンサルタント業務等)」(令和 8年 3月 31日付け国官会第 22759号、 

国官技第 571号、国営管第 634号、国営計第 186号、国営整第 202号、国港総

第 1472号、国港技第 133号、国空予管第 1604号、国空空技第 593号、国空交

企第 440号、国北予第 35号)、「総合評価落札方式における賃上げを実施す

る企業に対する加点措置に係る運用等について」(令和 4 年 2 月 8 日付け大

臣官房 会計課長等事務連絡)及び「総合評価落札方式における賃上げを実施

する企業の事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合の取扱いについて」

(令和 4 年 12 月 9 日付け大臣官房会計課長等事務連絡)により定めていると

ころであるが、今般、対象となる契約に関する賃上げ実績の確認の詳細につ

いて、下記のとおり定めたので留意して取り扱われたい。 

記 

1. 対象となる契約 

本通知の対象となる契約は、航空局、東京航空局及び大阪航空局（分任

支出負担行為担当官を含む。）（以下、「航空局等」という。）が発注す

る工事及び建設コンサルタント業務等の契約のうち、受注者が加点措置を

受けた全ての契約とする。 
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2. 対象企業等への窓口等の事前把握について 

航空局等は、表明書記載の事業年度又は暦年が終了する 2週間程度前に、

様式 1、様式 2 により、加点措置を受けた企業等に対して次に掲げる事項

を確認し、把握するものとする。また、当該把握に係る受注者からの回答

については 1 ヶ月以内を目途に行わせることとする。なお、当該把握に合 

わせて、賃上げ実績確認書類(以下「確認書類」という。)の提出期限を周

知するものとする。 

(1) 賃上げ表明により、総合評価落札方式による入札において加点措置を受 

けた工事及び建設コンサルタント業務等の契約年月日、発注者名、工事

名(業務名)等。 

(2) 賃上げ実施期間として当初表明した期間及び実際に賃上げを実施した

期間。 

(3) (4.(1)①に掲げる提出期限の延長をする場合のみ)法人税法第 75 条の 2

の規定により延長された法人税申告書等の提出期限。 

(4) (賃上げ加点措置対象の契約が複数の航空局等に跨る企業等のみ) 複数

の契約を代表して賃上げ実績の確認等について企業等とやり取りを行

う航空局等(代表窓口)。 

(5) 賃上げ実績確認に関し、一元的に窓口となる当該企業等の部署。 

(6) その他、様式 2により求める必要事項。 

3. 確認書類の提出について 

(1) 同一の賃上げ実施期間について、加点措置を受けた契約が 1件のみであ

る場合には、(4)に掲げる確認書類、様式 3及び様式 5を提出させるもの

とする。 

(2) 同一の賃上げ実施期間について、複数の契約が加点措置されている場合 

には、(4)に掲げる確認書類、様式 4及び様式 5を提出させるものとする。 

(3) (2)の提出を行う企業等のうち、確認書類の宛先が複数の地方整備局等に

跨るものについては、2.の事前把握によって一か所、代表窓口となる地

方整備局等が選定される。選定された地方整備局等は、各地方整備局等

の契約担当官等を代表して、当該確認書類の確認作業に関する調整を行

う。 

(4)確認書類は、以下のとおりとする。確認書類は、電子メール等によって提

出させるものとする。 

① 事業年度単位で賃上げを表明した場合(③を提出する場合を除く。) 法

人事業概況説明書 



② 暦年単位で賃上げを表明した場合(③を提出する場合を除く。) 給与所

得の源泉徴収票等の法定調書合計表 

③ 税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認する

ことができると認められる書類を①及び②に掲げる書類に代える場合

当該書類(「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する

加点措置に係る運用等について」別紙様式ほか(賃上げを実施する期間

を事業年度開始月又は暦年開始月よりも後の賃上げ実施月から 1 年間

に変更した場合における例年の賃上げ実施月がわかる資料を含む)) 

4. 確認書類の提出期限等について 

(1) 確認書類を提出する期限については、賃上げ実施期間終了月の月末か

ら 3か月以内とする。ただし、次に掲げる場合には、それぞれに定め

る期限とする。 

① 法人事業概況説明書を提出する場合であって、法人税法(昭和 40年

法律 第 34号)第 75条の 2の規定により、法人税申告書等の提出期限の

延長を行う場合同条の規定により延長された法人税申告書等の提出期

限 

② 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから 1年間を賃

上げ実施期間とする場合、事業年度終了後 3か月以内 

(2) (1)の確認書類を提出する期限は、令和 4年 8月 8日付事務連絡 

「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措

置について」に基づく減点措置の取扱いについて」に基づき、天災地変

等やむ を得ない事情により賃上げを実行することができなかった者が、

減点免除の申請を行う期限について準用する。なお、減点免除の申請は

理由とともに申し出させること。 

(3) (1)の規定にかかわらず、確認書類についてやむを得ない理由により 

(1)の期限までに提出が困難な場合には、契約担当官等が認める場合に 

限り、提出期限の延長を認めることができる。この場合、(1)の期限ま

でに、その旨を理由とともに申し出させること。 

5. 賃上げ実績の確認期間について 

契約担当官等が、提出された確認書類により、賃上げ実績を確認する期

限は、原則として、確認書類の提出期限の翌々月末までとする。



 

6. 賃上げ実績の確認結果等の報告について 

航空局等は、確認の結果について、上記 5の確認期間経過後、「総合評

価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について(工

事及び建設コンサルタント業務等)」別紙 5の 1に記載し、半期分をとりま

とめ、毎年 10月 20日及び 5月 20日までに本省大臣官房会計課に報告す

る。 

 

7. 賃上げ実績が確認できない場合の報告について 

航空局等は、確認の結果、賃上げ未達成と判断された場合、上記 5の確

認期間経過後、対象者を「総合評価落札方式における賃上げを実施する企

業に対する加点措置について(工事及び建設コンサルタント業務等)」別紙

5の 2に記載し、四半期分をとりまとめ、毎年 7月 10日、10月 10日、1月

10日、4月 10日までに本省大臣官房会計課に報告する。 

 

 



 
 

 

 
 

 
 







 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 






